
(単位  千円)

補正前 補正額 補正後

予 算 107 令和５年度鳥取市一般会計補正予算（第4号） 103,187,720 3,592,454 106,780,174

繰越明許繰越額 505,351

(4件) 108 令和５年度鳥取市国民健康保険費特別会計補正予算（第1号） 18,195,096 6,138 18,201,234

109 令和５年度鳥取市介護保険費特別会計補正予算（第1号） 19,558,400 1,097,970 20,656,370

110 令和５年度鳥取市観光施設運営事業費特別会計補正予算（第1号） 22,573 617 23,190

補正額合計 4,697,179

決　算 111 令和４年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定について

(5件)

112 令和４年度鳥取市水道事業剰余金処分及び決算認定について

113 令和４年度鳥取市工業用水道事業決算認定について

114 令和４年度鳥取市下水道等事業剰余金処分及び決算認定について

115 令和４年度鳥取市病院事業決算認定について

条例 116 鳥取市企業版ふるさと納税基金条例の制定について

(5件)

117
鳥取市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関す
る条例の一部改正について

118 鳥取市特別医療費助成条例の一部改正について

119
鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定める条例及び鳥取市家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部改正について

120
鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例等の一部改正
について

その他 121 公立大学法人公立鳥取環境大学第３期中期目標の制定について

(5件)

122 鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の指定管理者の指定について

鳥取市農産物加工等施設、鳥取市神戸ふれあいセン
ター及び鳥取市かちべ伝承館に設置している洗濯乾燥
設備の廃止を行うもの

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、鳥取
市鳥取砂丘砂の美術館の指定管理者の指定について議
決を得るもの

一般会計及び13の特別会計の歳入歳出合計が、それぞ
れ1,566億4,225万円、1,524億8,313万円となった。こ
のうち、翌年度への繰越額を控除した実質収支の合計
額は38億9,863万円となった。

収益的収支では、収益総額47億9,402万円に対し、費
用総額46億1,386万円となり、1億8,016万円の純利益
を計上した。資本的収支では、収入総額17億512万円
に対し、支出総額37億4,597万円となり、差引収支不
足額20億4,086万円については、過年度分損益勘定留
保資金などで補塡した。

収益的収支では、収益総額186万円に対し、費用総額
414万円となり、純損失228万円を計上した。資本的収
入及び支出はなかった。

収益的収支では、収益総額88億2,631万円に対し、費
用総額81億711万円となり、7億1,920万円の純利益を
計上した。資本的収支では、収入総額37億5,496万円
（繰越工事資金1億4,558万円を除く）に対し、支出総
額69億7,072万円となり、差引収支不足額32億1,576万
円については、過年度分損益勘定留保資金などで補填
した。

収益的収支では、収益総額87億1,890万円に対し、費
用総額81億2,344万円となり、純利益5億9,546万円を
計上した。資本的収支では、収入総額8億170万円に対
し、支出総額11億7,162万円となり、差引収支不足額3
億6,992万円については、過年度分損益勘定留保資金
等で補填した。

地方自治法第２４１条第１項の規定に基づき、まち・
ひと・しごと創生寄附活用事業を行うための基金を設
置するもの

地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人公
立鳥取環境大学の第３期中期目標について定めるもの

令和５年９月鳥取市議会定例会附議案案件

区 分
議案
番号

案　　　　件　　　　名 説　　　　　　明

こども家庭庁の設置に伴い、所要の整備を行うもの

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤
強化に関する法律第２６条の地方公共団体等を定める
省令の一部改正に伴い、所要の整理を行うもの

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、子どもの
医療費に対する助成額を引き上げるとともに、所要の
整備を行うもの



令和５年９月鳥取市議会定例会附議案案件

区 分
議案
番号

案　　　　件　　　　名 説　　　　　　明

123 財産の取得について

124 財産の取得について

125 工事請負契約の変更について

専決処分
報告承認
(1件)

126 専決処分事項の報告及び承認について

報　告 12 出資法人の経営状況を説明する書類の提出について

(8件)

13 公立大学法人公立鳥取環境大学の業務の実績に関する評価について

14 令和４年度の決算に基づく健全化判断比率について

15 令和４年度の決算に基づく資金不足比率について

16 専決処分事項の報告について

17 専決処分事項の報告について

18 専決処分事項の報告について

19 専決処分事項の報告について

議案   20件
報告   8件
計　　 28件

鳥取市立湖東中学校長寿命化改良（建築１）工事請負
契約の変更について議決を得るもの

種類：小型動力消防ポンプ付多機能型積載車
契約方法：一般競争入札
取得金額：金19,360,000円
取得の相手方：株式会社吉谷機械製作所

種類：バス車両（鳥取市100円循環バスくる梨）
契約方法：一般競争入札
取得金額：金23,320,000円
取得の相手方：株式会社日ノ丸総本社

令和５年度鳥取市一般会計補正予算（第3号）の専決
処分の報告及び承認（令和5年8月21日専決）

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、出資
法人の経営状況を説明する書類を提出するもの
（19法人）

地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人公
立鳥取環境大学の令和４年度の業務実績について評価
委員会の評価を報告するもの

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第
１項の規定により、令和４年度の決算に基づく資金不
足比率を報告するもの

令和4年11月11日、福部町湯山地内の鳥取砂丘観光客
向け駐車場内で、相手方が夜間で視界が悪い状況の
中、側溝で足を踏み外し、負傷した事故の損害賠償の
額及び和解について報告するもの
（令和5年7月21日専決）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１
項の規定により、令和４年度の決算に基づく健全化判
断比率を報告するもの

令和3年11月6日、相手方が湖山町北二丁目地内の市道
大学駅前線の歩道を歩行中、街路樹の切り株につまず
いて転倒し、負傷した事故の損害賠償の額及び和解に
ついて報告するもの
（令和5年8月8日専決）

令和5年5月1日、相手方車両が商栄町地内の市道商栄2
号線を走行中、対向車を避けようと車道左側に寄った
ところ、グレーチングが跳ね上がり、車両底部を破損
させた事故の損害賠償の額及び和解について報告する
もの
（令和5年8月8日専決）

令和5年4月27日、材木町地内の袋川緑地において、相
手方がもたれかかった防護柵の一部が外れたことによ
り、河川敷に転落し、負傷した事故の損害賠償の額及
び和解について報告するもの
（令和5年8月9日専決）


